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 保険者が取り組む
 職域のがん対策
 がんの早期発見で職場復帰を容易に――中川恵一氏に聞く

 40歳代の受診率向上に向け 埼玉県が職域がん検診受診促進事業

 積極的にがん対策に取り組む企業を表彰
 ～がん対策推進企業アクション 2019年度統括セミナー～

 大局大説
　　 医療財政における危機対応と財政健全化
 上村敏之

 健保連役員改選 新体制が発足 新会長に宮永俊一氏を選出 

   新連載
　　 猪熊律子の 〝令和〟の社会保障考

特 集
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型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

特
別
措
置
法（
特
措
法
）に
規
定
す
る

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
と
み
な
し

て
、同
法
に
基
づ
く
措
置
を
実
施
す
る

こ
と
を
可
能
と
す
る
法
改
正
が
行
わ

れ（
3
月
14
日
施
行
）、4
月
7
日
、同

法
に
基
づ
い
て
、7
都
府
県
を
対
象
に

政
府
に
よ
る「
緊
急
事
態
宣
言
」が
発

令
さ
れ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

拡
大
防
止
の
た
め
、外
出
の
自
粛
・
制

限
、多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
・
催

物
の
休
業
や
使
用
の
制
限
な
ど
の
措

置
が
講
じ
ら
れ
た
。国
民
の
不
安
解
消

や
医
療
の
崩
壊
を
防
ぐ
た
め
に
は
、無

症
状
・
軽
症
患
者
に
つ
い
て
は
自
宅
や

医
師
・
看
護
師
の
常
駐
す
る
ホ
テ
ル
等

で
の
対
応
、マ
ス
ク
や
防
護
服
な
ど
の

医
療
関
連
物
資
の
安
定
的
な
供
給
を

進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、2
0
1
8
年
度
に
創
設
さ
れ

た
オ
ン
ラ
イ
ン
診
療
に
つ
い
て
は
特

例
で
初
診
時
か
ら
、オ
ン
ラ
イ
ン
服
薬

指
導
に
つ
い
て
も
4
月
か
ら
行
う
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
さ
れ
た
が
、か
か

り
つ
け
医
制
の
定
着
と
普
及
の
視
点

を
踏
ま
え
て
、適
切
な
医
学
的
管
理
が

行
わ
れ
る
よ
う
期
待
し
た
い
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に

つ
い
て
は
、国
際
的
な
人
の
移
動
と
交

流
の
拡
大
、生
産
・
流
通
の
経
済
の
分

業
体
制
の
進
展
の
下
で
世
界
的
パ
ン

デ
ミ
ッ
ク
の
状
況
が
続
き
、今
後
さ
ら

に
開
発
途
上
国
へ
の
広
が
り
が
懸
念

さ
れ
て
い
る
。

　

有
用
性
の
高
い
ワ
ク
チ
ン
と
治
療

薬
の
開
発
が
行
わ
れ
、可
能
な
限
り
早

期
に
医
療
の
現
場
に
提
供
さ
れ
る
こ

と
が
望
ま
れ
て
い
る
。拡
大
す
る
世
界

的
な
ニ
ー
ズ
を
賄
え
る
供
給
が
可
能

と
な
る
か
、そ
の
価
格
が
ど
の
よ
う
な

水
準
に
な
る
の
か
が
大
き
な
問
題
と

な
る
。

　

わ
が
国
に
お
い
て
も
、有
効
性
の
み

な
ら
ず
安
全
性
の
確
保
と
の
バ
ラ
ン

ス
に
も
十
分
留
意
し
つ
つ
、製
薬
企
業
・

研
究
機
関
、米
・
英
・
独
・
仏
・
ス
イ
ス
な

ど
各
国
政
府
と
連
携
協
力
を
進
め
、早

期
に
医
療
現
場
に
供
給
す
る
必
要
が

あ
る
。

　

こ
の
場
合
、わ
が
国
の
薬
事
制
度
に

お
い
て
は
、医
薬
品
医
療
機
器
法
に
基

づ
く「
特
例
承
認
」制
度（
医
薬
品
医

療
機
器
法
第
14
条
の
3
条
、特
措
法
64

条
）の
適
切
な
運
用
も
考
え
ら
れ
る
。

わ
が
国
の
特
措
法
で
は
、必
要
に
応
じ

て
製
薬
企
業
等
に
対
し
て
医
薬
品
等

の
保
管
・
売
渡
し
の
要
請
や
収
用
を
行

う
こ
と
な
ど
が
で
き
、そ
の
費
用
や
対

価
に
は
、妥
当
適
切
な
実
費
を
支
払
う

（
弁
償
す
る
）こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
費
用
は
当
面
、感
染
症
法
に
基

づ
く
公
費
負
担
が
基
本
に
な
る
も
の

と
考
え
ら
れ
る
が
、医
療
保
険
制
度
の

薬
価
基
準
へ
の
収
載
と
薬
価
の
設
定

に
も
当
然
関
わ
っ
て
く
る
。

　

世
界
大
恐
慌
を
超
え
る
大
不
況
の

到
来
も
予
想
さ
れ
て
い
る
今
日
、▽
有

用
性
や
費
用
対
効
果
評
価
の
程
度
▽

多
く
の
国
に
ま
た
が
っ
て
行
わ
れ
る

研
究
開
発
・
製
薬
事
業
の
実
態
▽
低
所

得
国
も
含
め
た
適
切
な
供
給
の
確
保

▽
研
究
開
発
・
生
産
・
流
通
の
コ
ス
ト

の
国
際
的
な
分
担
・
配
分
の
視
点
▽
わ

が
国
に
対
す
る
供
給
の
確
保
―
―
が

考
慮
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。透
明
性

の
高
い
丁
寧
な
検
討
を
期
待
し
た
い
。

新

新型コロナウイルス感染症の
拡大と対策の視点

155

視 

点




